
１　公の施設の現状

２　公の施設の外観等

　　公の施設の概要
令和４年第２回定例会 議案第45号

補足説明資料

　(1)　名称 飯田市南信濃南和田特産物等販売施設（通称：滝見の館）

　(2)　所在地 　飯田市南信濃南和田275番地13

　(3)　設置年月日 　平成　５　年　３　月　31　日

　(4)　指定管理導入年月日 　平成　17　年　10　月　１　日

　(5)　施設を管理する主管課  産業経済部　遠山郷観光振興室

　(6)　施設の設置目的 遠山郷観光振興と地域活性化を図る。

　(7)　施設の概要・設備
　　　 （床面積等）

・売店　　鉄骨造、平屋建、瓦葺147.18㎡
（平成５年３月31日取得）

※敷地は借地で地権者１名と賃貸借契約を締結

  (８)　休館日
　休　館　日：12月29日～翌年1月3日
※令和２年４月１日から休館となっている。

　(９)　施設管理主体 　飯田市による管理（休館）

施設周辺（正面及び裏側）

  (10) 利用の経過
　令和元年度開館日数　　164日　（平成30年度開館日数162日）
　令和元年度利用者数　　1,321人　（平成30年度利用者数1,146人）

施設の外観（正面及び裏側）
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３　位置図

←天龍村方面

飯田市南信濃南和田特産物等販売施設（通称：滝見の

館）

←天龍村方面

上村方面→

南信濃自治振興センター

飯田市南信濃南和田特産物等販売施設（滝見の

館）

名古山第一集会所

上村及び南信濃自治振興センター方

面→
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